


を副理事長とすることが出来る。



及び副理事長は、この法人を代表する。
理事長は、この法人の業務を総理し、副理事長は、理事長を補佐し、理事長
に事故あるとき又は理事長が欠けたときには、理事長があらかじめ指名した
順序によって、その職務を代行する。
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